
 
平成 19 年 2 月 7 日 

各  位 
会 社 名  ネクストコム株式会社 

代表者の役職氏名  代表取締役社長  山本 茂 

 （コード番号：2665 東証第二部）

問 合 せ 先 取締役常務執行役員 管理本部長 

          佐野 秋生 

電 話 番 号  （03）－ 5259－6111 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は平成 19 年 2 月 7 日開催の取締役会において、平成 19 年 2 月 23 日開催予定の臨時株主総会

に、下記の通り定款の一部変更について付議する事を決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
１．変更の理由 

三井情報開発株式会社との合併契約の規定に基づき、以下の変更を行うものであります。 

① 三井情報開発株式会社との合併に伴い、商号、目的、本店の所在地、発行可能株式総数の変更を

行うものであります（変更案第１条、第２条、第３条及び第６条）。 

② インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、株主の皆様に提供したものとみなす

ことが可能となるため、規定を新設するものであります（変更案第 14 条）。 

③ 本合併に伴い、経営体制の強化及び充実を図るため、取締役の員数を９名から 15 名以内に増員

するものであります(変更案第 18 条)。 

④ 取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役会の決議によって、法令の定め

る限度において、取締役が任務を怠ったことによる損害賠償責任を免除することを可能にするた

めの規定を新設するものであります（変更案第 27 条第１項）。 

⑤ 独立性の高い優秀な人材を迎えることを目的として、社外取締役がその期待される役割を十分に

発揮できるように、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能にするために規定を

新設するものであります（変更案 27 条第２項）。 

⑥ 監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役会の決議によって、法令の定め

る限度において、取締役の任務を怠ったことによる損害賠償責任を免除することを可能にするた

めの規定を新設するものであります（変更案第 35 条第 1項）。 

⑦ 独立性の高い優秀な人材を迎えることを目的として、社外監査役がその期待される役割を十分に

発揮できるように、社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能にするために規定を

新設するものであります（変更案第 35 条第２項）。 

⑧ 上記④から⑦の変更案第 27 条及び第 35 条の新設を議案として提出することにつきましては、各

監査役の同意を得ております。 

⑨ その他条項の加除に伴う条数の変更等を行うとともに、表現の明確化及び文言の整備その他所要



の変更を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は、（別紙）記載の内容の通りであります。 

 

３．定款の変更についての効力発生日 

定款の変更は、同臨時株主総会における第１号議案「当社と三井情報開発株式会社との合併契約

承認の件」が原案どおり承認可決されることを条件とし、その効力は合併の効力発生日（平成 19

年４月１日予定）に生じるものとします。 

 

以上



（別紙） 

(下線部分は変更部分を示しております)

現行定款 変更定款案 

第１章 総   則 第１章 総   則 

(商号) (商号) 

第１条 当会社は、ネクストコム株式会社と称し、英

文ではNextCom K.K.と称する。 

第１条 当会社は、三井情報株式会社と称し、英文

ではMITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO.,LTD.と

称する。 

  

(目的) (目的) 

第２条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。 第２条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。

           (新    設) (１) コンピュータ及び情報通信システムに

関する 

   （ア） ソフトウエア及びソフトウエ

アパッケージの調査、研究、コンサ

ルティング、企画、設計、開発、販

売、使用権の許諾、リース、賃貸及

び輸出入 

   （イ） 機器・システム並びにその関

連機器及び資材の調査、研究、コン

サルティング、企画、設計、開発、

製造、販売、リース、賃貸及び輸出

入

           (新    設) (２) 経営戦略、内部統制、情報セキュリテ

ィ、公共、社会、産業、地域開発、科学技術

及び医学・薬学の分野に関わる調査・研究・

コンサルティング及び開発の受託

           (新    設) （３） 第1号に関連する建築工事・電気工事・

電気通信工事、配管工事（付帯工事を含む）

の設計・施工・監理並びに保守

           (新    設) （４） 第1号及び第2号に関連する情報の処

理・運用・保守・サービスの受託

(１) 情報通信機器並びにその関連機器及び資

材の企画、設計、開発、製造、販売、賃貸及び

輸出入

           (削    除) 

(２) 情報通信システム及び情報処理システム

の企画、設計、開発、販売、使用権の許諾、賃

貸及び輸出入

           (削    除) 

(３) コンピュータ、コンピュータ周辺機器及

びその関連機器の企画、設計、開発、製造、販

売、賃貸及び輸出入

           (削    除) 

(４) コンピュータソフトウエア及びコンピュ

ータソフトウエアパッケージの企画、設計、開

発、販売、使用権の許諾、賃貸及び輸出入

           (削    除) 

(５) 第1号及び第3号に関連する電気、通信、

配管の設備工事及び設置並びに保守

           (削    除) 

現行定款 変更定款案 



(６) 第2号及び第4号に関連する保守            (削    除) 

(７) 前各号に関連するコンサルティング            (削    除) 

           (新    設) (５) コンピュータデータセンターの運営・

管理・サービス提供

           (新    設) (６) 付加価値通信サービス事業

(８) 第1号から第4号に関連する書籍の出版 (７) 前各号に関連する書籍の出版 

(９) 前各号に関連するセミナー及びイベント

の企画及び運営 

(８) 前各号に関連する教育・訓練及びイベ

ントの企画及び運営 

(１０) 労働者派遣業 (９) 労働者派遣業 

(１１) 事務機器類及び機械工具類に関する古

物商 

(１０) 事務機器類及び機械工具類に関する

古物商 

           (新    設) (１１) 貨物取扱事業

(１２) 前各号に付帯し、又は関連する一切の

事業 

(１２) 前各号に付帯し、又は関連する一切

の事業 

  

(本店の所在地) (本店の所在地) 

第３条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 第３条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。 

  

第４条及び第５条    (条 文 省 略) 第４条及び第５条    (現 行 通 り) 

  

第２章 株   式 第２章 株   式 

(発行可能株式総数)  (発行可能株式総数) 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、1,600,000株と

する。 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、480万株とす

る。 

  

第７条～第１３条   (条 文 省 略) 第７条～第１３条   (現 行 通 り) 

  

 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし

提供)

           (新    設) 第１４条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類

に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省

令に定めるところに従い、インターネットを利用す

る方法で開示することにより、株主に対して提供し

たものとみなすことができる。

  

第１４条～第１６条  (条 文 省 略) 第１５条～第１７条  (現 行 通 り) 

  

第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 

現行定款 変更定款案 

(員数) (員数) 



第１７条 当会社の取締役は９名以内とする。 第１８条 当会社の取締役は15名以内とする。 

  

第１８条～第２３条  (条 文 省 略) 第１９条～第２４条  (現 行 通 り) 

  

(取締役会規則) (取締役会規則) 

第２４条 取締役会の運営その他に関する事項につい

ては、取締役会の定める取締役会規則による。

第２５条 取締役会の運営その他に関する事項につ

いては、法令又は本定款のほか、取締役会の

定める取締役会規則による。 

  

(報酬等) (報酬等) 

第２５条         (条 文 省 略) 第２６条         (現 行 通 り) 

  

 (取締役の責任免除)

               (新    設) 第２７条 当会社は、取締役会の決議によって、法

令の定める限度において、取締役の任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を免除することができる。

    2. 当会社は、社外取締役との間で、法令で

許容される限度まで、社外取締役の任務を怠

ったことによる損害賠償責任を限定する契

約を締結することができる。

  

第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会 

  

第２６条及び第２７条  (条 文 省 略) 第２８条及び第２９条  (現 行 通 り) 

  

(任期) (任期) 

第２８条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする。 

第３０条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までとする。 

               (新    設)    2. 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、

当該選任後4年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の開始

の時までとする。

   2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠とし

て選任された監査役の任期は、退任した監査役

の任期の満了する時までとする。 

   3. 任期の満了前に退任した監査役の補欠と

して選任された監査役の任期は、退任した監

査役の任期の満了する時までとする。 

  

第２９条及び第３０条  (条 文 省 略) 第３１条及び第３２条  (現 行 通 り) 

  

(監査役会規則) (監査役会規則) 

現行定款 変更定款案 

第３１条 監査役会の運営その他に関する事項につい

ては、監査役会の定める監査役会規則による。

第３３条 監査役会の運営その他に関する事項につ

いては、法令又は本定款のほか、監査役会の



定める監査役会規則による。 

  

(報酬等) (報酬等) 

第３２条         (条 文 省 略) 第３４条         (現 行 通 り) 

  

 (監査役の責任免除)

               (新    設) 第３５条 当会社は、取締役会の決議によって、法

令の定める限度において、監査役の任務を怠ったこ

とによる損害賠償責任を免除することができる。

    2. 当会社は、社外監査役との間で、法令で

許容される限度まで、社外監査役の任務を怠

ったことによる損害賠償責任を限定する契

約を締結することができる。

 

第６章 会計監査人 

 

  

第６章 会計監査人 

 

第３３条～第３９条  (条 文 省 略) 第３６条～第４２条  (現 行 通 り) 

  

附  則 附  則 

第１条～第３条    (条 文 省 略) 第１条～第３条    (現 行 通 り) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


